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2.1.12 行動計画の策定 
 

アクションプラン(行動計画)として策定されて水循環計画および一部のマスタープランで

は、対策の役割分担が示されている。 
水需給計画や緑の基本計画、下水道整備計画等の従来計画では行政分野毎に対策項目が整

理されているのに対し、水循環計画では課題となっている項目毎に対策項目が分類・整理さ

れ、それを実施する主体が示されているのが特徴的である。 
実施主体の具体化については、行政・住民・ＮＰＯ・企業等の分類のみを示している場合

が多いが、アクションプランとして策定された水循環計画には、具体的な部局名やＮＰＯま

で設定している事例もみられる。 
 
＜解説＞ 
 

(1) 役割分担の設定事例 

印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書で役割分担を設定した事例を示します。計画書本

文中では図 2-16 のように役割分担のイメージと行政・住民・ＮＰＯ・企業等の区分けまで

を示し、添付資料で表 2-7～表 2-9 に示すような具体の設定を行っています。 

 

図 2-16 役割分担を示した事例(印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書より引用) 
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表 2-7 役割分担を具体的に示した事例(印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書より引用) 
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表 2-8 役割分担を具体的に示した事例(印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書より引用) 
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表 2-9 役割分担に工程･内容等を示した事例(印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書より引用) 

 


